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自治基本条例の一般的な構成 
 

■ 自治基本条例の構成は、自治体によって様々であるが、一般的には下記のような場合が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則 

まちづくりの基本原則 

権利・役割 

  市民の権利、役割・責務 

  議会の役割・責務 

  市長の役割・責務 

  職員の役割・責務 

 

制度・仕組み 

  情報公開     行政手続 

  財政運営     個人情報保護 

  住民投票     総合計画 

    ・         ・ 

    ・         ・ 

    ・         ・ 

理念 

前文 

目的 

用語の定義 
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■ 「市民自治によるまちづくり基本条例」策定に向けた提言書の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前文 

第 1 章 総則 

1 項 目的            3 項 基本となる用語 

2 項 この条例の位置づけ     4 項 まちづくりの基本原則 

第 2 章 市民参加のまちづくり 

1 項 市民の権利と責務      5 項 総合計画によるまちづくり 

2 項 情報公開・共有       6 項 意見・要望・苦情等 

  3 項 評価            7 項 住民投票 

  4 項 参加の機会 

第 3 章 市民自治の仕組み 

1 項 協働のまちづくり      4 項 活動団体の支援・育成 

2 項 まちづくりと地域活動団体  5 項 地域づくり協議会 

  3 項 まちづくりと NP0 

第 4 章 市民のための議会 

1 項 議会の役割・責務      3 項 市民参加 

2 項 情報公開          4 項 議員の役割 

第 5 章 市民のための行政 

1 項 市長の役割・責務      3 項 職員の役割・責務 

2 項 執行機関の役割・責務    4 項 財政運営 

第 6 章 実効性の確保 

1 項 評価のための市民委員会   2 項 条例の見直し 

理
念 

権
利
・
役
割

制
度
・
仕
組
み

原則 
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■ 豊田市まちづくり基本条例の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 まちづくりの基本的な原則 

 第 4 条 市政への参画      第 6 条 情報の共有 

第 5 条 共働によるまちづくり  第 7 条 説明責任 

第 3 章 自治を担う主体 

 

 

 

 

 

第 1節 市民 

第 8 条 市民の権利 

第 9 条 市民の責務 

第 2 節 議会 

第 10 条 議会の責務 

第 11 条 議員の責務 

第 3 節 執行機関 

第 12 条 市長等の責務 

第 13 条 職員の責務 

 
第 4章 参画と共働 

第 14 条 市民の参画の推進 

第 15 条 住民投票 

第 16 条 共働の推進 

第 17 条 都市内分権の推進 

第 18 条 地域自治区の設置 

 

第 5 章 市政運営の基本事項 

第 19 条 情報の取扱い 

第 20 条 行政評価 

第 21 条 財政運営 

第 22 条 市民の要望の取扱い 

第 23 条 総合的な市政運営 

第 24 条 執行機関の組織 

第 25 条 行政手続 

第 26 条 条例の制定及び法令の活用 

第 27 条 法令の遵守 

第 28 条 国及び他の地方公共団体と 

の連携及び協力 

前文               基本理念 

第 1 章 総則           第 1 条 目的 

                 第 2 条 定義 

                 第 3 条 この条例の位置づけ 

理
念 

原
則

権
利
・
役
割

制
度
・
仕
組
み
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■ 宇都宮市自治基本条例の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      第 3 章 市政運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

第 2章 市民の権利及び責務     第 4 条 市民の権利 

                  第 5 条 市民の責務 

第 1 節 市政運営の基本原則 

  第 6 条 市政運営の基本原則 

第 4 節 行政経営手続 

  第 12 条 行政経営手続 

第 4 章 公共的活動        

  第 16 条 地域活動団体の役割    第 19 条 自立及び互助 

  第 17 条 非営利活動団体の役割   第 20 条 情報共有 

  第 18 条 事業者の役割       第 21 条 人材育成 

第 5 章 条例の趣旨の尊重        第 22 条 条例の趣旨の尊重 

前文                基本理念 

第 1 章 総則            第 1 条 目的 

                  第 2 条 定義 

                  第 3 条 基本理念 

理
念 

権
利
・
役
割

原
則

第 2節 議決機関 

  第 7 条 議会の責務 

  第 8 条 議員の責務 

第 3 節 執行機関 

  第 9 条 市長の責務 

  第 10 条 執行機関の責務 

  第 11 条 職員の責務 

第 5 節 市政運営への市民参画 

  第 13 条 附属機関等 

  第 14 条 意見公募手続 

  第 15 条 住民投票 

制
度
・
仕
組
み
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■ 流山市自治基本条例の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 基本理念等          第 5 条 目指すまちの姿 

第 4 条 基本理念         第 6 条 地域コミュニティ 

第 3 章 情報共有と個人情報保護 

 第 7 条 知る権利         第 9 条 説明責任 

 第 8 条 情報共有         第 10 条 個人情報の保護 

第 4 章 参画と協働 

第 11 条 参加の権利          第 15 条 協働によるまちづくり 

第 12 条 子どもの意見表明の機会の確保 第 16 条 市民参加条例 

第 13 条 参加の機会の保障       第 17 条 市民投票 

第 14 条 提案制度 

第 5 章 国、千葉県及び他の自治体等との協力等 

第 18 条 国及び千葉県との協力等  第 20 条 市外の人々との連携 

第 19 条 近隣等の自治体との協力  第 21 条 国際交流 

前文                基本理念 

第 1 章 総則            第 2 条 条例の位置づけ 

 第 1 条 目的           第 3 条 定義 

理
念 

権
利
・
役
割

制
度
・
仕
組
み

第 6章 行政運営の原則 

第 22 条 総合計画         第 26 条 行政組織及び職員の能力開発等 

第 23 条 財政運営         第 27 条 危機管理体制の確立 

第 24 条 行政評価         第 28 条 審議会等 

第 25 条 法令の活用による政策実現 

第 7 章 議会の役割          第 30 条 市民等に開かれた議会 

第 29 条 議会の役割        第 31 条 議会の政策立案機能の充実 

原
則 

第 8章 公正と信頼の確保 

第 32 条 行政手続         第 34 条 倫理 

第 33 条 苦情等への対応      第 35 条 内部通報 

第 9 章 責務 

第 36 条 市民等の責務       第 38 条 議員の責務 

第 37 条 市長の責務        第 39 条 職員の責務 

第 10 章 条例の実効性の確保 

第 40 条 条例の実効性の確保    第 41 条 条例の見直し 
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■ 飯田市自治基本条例の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章 自治の基本原則 

  第 4 条 自治の基本原則    第 6 条 情報共有の原則 

第 5 条 市民主体の原則    第 7 条 参加協働の原則 

第 3 章 市民等の役割 

 第 8 条 市民の権利      第 10 条 事業者の役割 

  第 9 条 市民の役割 

 
第 4章 地域自治 

第 11 条 市民組織の尊重 

第 12 条 地域自治の推進 

第 13 条 地域自治区 

第 14 条 まちづくりのための委員会等 

第 15 条 自治活動組織 

第 5 章 市政運営 

第 16 条 協働して行う市政運営 

第 17 条 市民意見の公募 

第 18 条 附属機関の委員の任命 

第 19 条 情報の公開 

第 20 条 個人情報の保護 

第 21 条 基本構想等 

前文               基本理念 

第 1 章 総則           第 1 条 目的 

                 第 2 条 条例の位置づけ 

                 第 3 条 用語の定義 

理
念 

原
則 

権
利
・
役
割

制
度
・
仕
組
み

第 6章 市議会の役割 

 第 22 条 市議会の責務      第 25 条 市議会議員の責務 

 第 23 条 開かれた議会運営    第 26 条 政策の調査、審議のための機関 

 第 24 条 市議会議長の責務    第 27 条 市議会事務局職員の責務 

第 7 章 市の執行機関の役割 

 第 28 条 市長の責務       第 31 条 説明責任 

 第 29 条 市の執行機関の責務   第 32 条 行政評価 

 第 30 条 市の執行機関の組織運営 第 33 条 財政状況の公表 

                  第 34 条 市の執行機関の職員の責務 

第 8 章 住民投票 

 第 35 条 住民投票 
第 9章 条例の見直し 

 第 36 条 条例の見直し 


